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安芸太田町商工会安芸太田町商工会
地域に貢献する商工会

◆本　　所（安芸太田町役場庁舎裏）
　〒731−3810 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内670−6
　TEL 0826−28−2504　FAX 0826−28−2070
◆加計支所（太田川交流館かけはし内）
　〒731−3501 広島県山県郡安芸太田町大字加計3494−2
　TEL 0826−22−1221　FAX 0826−22−1807

第46回中国地方選抜神楽競演大会

青年部 活動報告

　６月 7日、当商工会青年部主催の「第46回中国
地方選抜神楽競演大会」が開催され、多くの方に
お越しいただき無事盛会のうちに終了することが
できました。
　皆様にはご支援・ご協力をいただき、誠にあり
がとうございました。
　来年は、令和 8年６月 6日㈯に開催予定です。
青年部員一同より一層努力し大会運営してまいり
ますので、引き続きお力添えをよろしくお願いい
たします。

　当会青年部は、４月25日に第16回通常総会を開催し、今年は役員改選が行われ新役員が選出されま
した。これから 2年間、部長を中心に青年部一丸となって活動して参ります。
　また、現在部員数14名と少人数となっているため、新規加入部員を心よりお待ちしております。
　青年部では、夏に開催される各イベントに参加いたします。「芸北ど用市」、「納涼加計まつり」、「新
庄夜市」、「ふれあい戸河内まつり」に出店し、うどんや焼き鳥、ポテト、光るおもちゃ等の販売を行
い、少しでも地域の活力になるよう取り組みます。

今年の優勝・準優勝団体
★新舞の部　
　優　勝／横田神楽団　　演目／葛城山
　準優勝／原田神楽団　　演目／大江山
★旧舞の部
　優　勝／松原神楽団　　演目／塵倫
　準優勝／栗栖神楽団　　演目／天の岩戸

おめでとうございます！

安芸太田町商工会公式LINEアカウント登場!  @706psaae
補助金や公庫金利改定などお知らせをいち早くお伝えします!

ぜひ登録
を

ぜひ登録
を!!
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　商業部会の本年度事業として、６月18日〜19日の１泊２日
の日程で事務局含め20名で大阪・関西万博に行ってきました。
　18日は午後３時の新幹線で大阪に移動し、道頓堀近くのホ
テルで１泊、そして翌日は朝早くから通勤ラッシュにもまれ
ながら皆さん地下鉄で万博会場まで移動しました。梅雨入り
した後でしたが、とても暑い一日となり、午後３時まで各パ
ビリオンを思い思い見学しました。
　万博会場はとても広く、日本の企業や各国の思考を凝らし
た展示がたくさんありました。限られたパビリオンしか見て
回れませんでしたが、半世紀ぶりの大阪・関西万博に行き、
各国の風土、知恵や技術、食文化などさまざま触れることが
できて、とても有意義な視察研修となりました。

大阪・関西万博視察研修商業部会

　４月25日にグリーンスパつつがに
おいて、第16回通常総会を開催いた
しました。出席者による慎重審議に
より、全ての議案が原案通り可決さ
れました。
　５月21日・23日にあじさいロード
（とごうち橋南側）の草刈りを行い
ました。紫陽花の花も少しずつ咲い
てくれました。

　５月23日、グローバルリゾートNUKUIにおい
て、安芸太田町商工会第16回通常総代会を開催
しました。
　本人出席30名、委任状出席30名、合計60名の
総代が出席、森脇智史氏を議長に選出し、議事
が進められ、上程された第１号議案から第４号
議案のすべてが原案通り承認されました。

令和７年度　第16回通常総代会開催
　第16回通常総代会、第４号議案で上程した安芸太
田町商工会運営規約の一部改正が承認されました。
これまで会費徴収基準は、６等級まで分かれて定め
られていました。
　この度の改正で下記のとおり、個人、法人、それ
以外の特別種別とシンプルに分かりやすく改正され
ました。令和 7年度の会費からこの基準に基づいて
納入となりますので、よろしくお願いいたします。

事業報告女性部

会費の徴収基準と払込みの方法及び納期
１ 会費徴収基準　会費を次の通り定める。

種別 金額（円／年） 備　　考
個人 12,000 初年度は、理事会承認をもって

の加入月からの月割りとする。法人 24,000
特別 60,000 上記以外のもの。
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最新！補助金情報最新！補助金情報

中小企業省力化投資補助金　～一般型～

◦公募開始／2025年６月27日
◦申請受付／2025年８月上旬（予定）
◦申請締切／2025年８月下旬（予定）
◦採択発表／2025年11月下旬（予定）

　人手不足に悩む中小企業等が、IoT・ロボット等の人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用し
た設備を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進します。これに
より、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的とします。

　中小企業・小規模事業者等のみなさまが、インボイス制度に対応した「会計」・「受発注」・「決済」の機
能を有するソフトウェア、ＰＣ・ハードウェア等を導入するための経費の一部を補助することで、インボ
イス制度への対応を強力に推進することを目的としています。

※1　大幅な賃上げを行う場合、（　 ）内の値に補助上限額を
　 　引き上げ
※2　再生事業者の定義については公募要領を確認ください。
　 　また、再生事業者については基本要件未達の場合の返還
　 　要件の免除がされます。

※1　中小企業は3 ⁄ 4以内、小規模事業者は4 ⁄ 5以内
※2　「会計」・「受発注」・「決済」のうち１機能以上を有することが
　 　機能要件
※3　補助額50万円超の際の補助率は、補助額のうち50万円以下につ
　 　いては3 ⁄ 4（小規模事業者は4 ⁄ 5）、50万円超については2 ⁄ 3
※4　「会計」・「受発注」・「決済」のうち２機能以上を有することが
　 　機能要件

補助率 補助額
3 ⁄ 4以内、4 ⁄ 5以内

※1
50万円以下

※2

2 ⁄ 3以内 50万円超〜350万円以下
※3　※4

補助対象 補助率 補助額
PC・タブレット等

1 ⁄ 2以内
10万円以下

レジ・券売機等 20万円以下

PC・ハードウェア等

補助対象 補助上限額※1

個別現場の設備や事業内容に合
わせた設備導入・システム構築

従業員数５人以下 750万円（1,000万円）
従業員数６〜20人 1,500万円（2,000万円）
従業員数21～50人 3,000万円（4,000万円）

補助率
中小企業 小規模企業者・小規模事業者、再生事業者※2

補助金額が1,500万円まで
1 ⁄ 2（2 ⁄ 3）

1,500万円を超える部分
1 ⁄ 3

補助金額が1,500万円まで
2 ⁄ 3

1,500万円を超える部分
1 ⁄ 3

スケジュール
第３回



　自然豊かな安芸太田町に本拠地がある「じゅげ
む」は、幼児から大人まで幅広い世代を対象とし
た体験型の学習教室です。
　「遊びを通して、才能を開花させる」をコンセ
プトに、スキー教室や薪を使った料理教室、農作
業体験など、さまざまな経験を提供しています。

　代表の小坂由佳さんがこうした体験型の学習塾
を開業したきっかけは、自身の子育ての経験から。
　コロナ禍で遠足や社会見学といった子どもたち
のイベントが次々と中止になり、コミュニケーシ
ョンや体験の場が奪われていくことに不安を感じ
るようになりました。「体を動かすことは、子ど
もの成長にとって欠かせないことです。それを体
験できる受け皿になりたいと思いました」と話し
ます。
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事業所紹介
子どもの心と体を育てる体験をオリジナル子どもの心と体を育てる体験をオリジナル

プランで。体験から生きる力を育てる !プランで。体験から生きる力を育てる !

　自宅の敷地内にはかまどやキッチン、にわとり
小屋、畑などがあり、季節や素材に応じてさまざ
まな体験ができるほか、出張教室も行っています。
　決まったメニューはなく、「調理体験をしたい」
「自然体験をしたい」「収穫・調理したい」「自然
散策したい」など、要望に合わせたプランを小坂
さんがコーディネート。また、親子体験だけでな
く、企業研修や保護者会といった、大人の体験教
室も開催可能です。メールや電話でお問い合わせ
ください。

じゅげむ株式会社
住所／山県郡安芸太田町下殿河内117
TEL／080−2006−5910
営業時間／10:00～17:00　休み／不定休
E-mail／info-eisai@is-jugemu.com

　安芸太田町商工会では、創業から税務関係を支援。昨年、
補助金の申請サポートを行い、かまどを導入しました。
　教室のコンセプトに合わせて吟味したかまどは「愛農かま
ど」といい、一口の焚き口で 2つの鍋とオーブンが利用でき
る昔ながらのかまどです。

　「子どもたちは机上の知識よりも体験したことから多くを
学ぶと考えています。体験は生活力をつけるベースになるも
の。昔ながらの生きる力を身に付けてほしい」と小坂さん。
　また、大人の体験教室は自然の中でリラックスできる、癒
しの時間も提供したいと考えてします。

ニーズにぴったりのプランを提案してくれる自然
派学習塾。ここでしかできない体験を親子や仲間
と経験してみませんか？　　　　　　　　　　　

“事業所紹介”に掲載を希望の事業者は商工会までご連絡ください。


